
 

 

                                   

２０２５年度 法科大学院 

第５期入学試験問題 

4 時限 

民事訴訟法・刑事訴訟法 

(短答式・論述式) 

試験時間合計 40分 
 

注意事項 

 

1.試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。 

2.この問題冊子の１ページから問題が掲載されています。 

3.試験時間中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に 

気付いた場合は手を挙げて監督に知らせてください。 

      4.解答用紙は 2 種類あり、それぞれ受験番号および氏名の記入欄がありますので、

監督の指示に従って正しく記入してください。 

    5.必ず［民事訴訟法］の解答は［民事訴訟法］の解答用紙に、［刑事訴訟法］の解

答は［刑事訴訟法］の解答用紙に、記入してください。また、必ず解答用紙の解

答欄に一つずつ記入してください。解答欄以外に記入された解答はすべて無効とし

ます。 

6.解答用紙は各１枚しか配布しません。複数枚請求されてもお渡ししません。 

      7.六法等の参照は一切できません。 

      8.試験問題の内容等について質問することはできません。 

9.問題冊子の余白等は適宜使用してかまいません。 

10.試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。 
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  ［民事訴訟法］ 
 

 

問１ 訴訟能力に関するつぎの記述のうち、もっとも適切でないものを一つ選びなさい。 

１．訴訟能力の有無は、原則として行為能力を基準として決定される。 

２．人事訴訟においては、成年被後見人は、意思能力を有する限り、単独で有効な訴訟行為

をすることができる。 

３．民法上、未成年者が独立して法律行為をすることができない場合に訴えを提起しようと

するときは、法定代理人が訴えを提起しなければならない。 

４．行為能力を欠く者によってされた訴訟行為も一応は有効であり、一定の要件のものとで

取り消し得るに過ぎない。 

 

 

問２ 確認の利益に関するつぎの記述のうち、もっとも適切なものを一つ選びなさい。 

１．確認の訴えの対象となるのは、権利又は法律関係であって、原則として事実の確認は許

されないが、原告の法律上の地位の危険又は不安がもっぱら書面の真否にかかっている場

合にそなえて、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するための訴えを提起すること

が許される例外が定められている。 

２．確認の訴えの対象となるのは、現在の権利又は法律関係であって、過去の権利又は法律

関係を確認の対象とすることはできないから、遺言無効確認訴訟には確認の利益が認めら

れない。 

３．確認の訴えでは、自己の権利等の積極的な確認を求めるべきであるから、相手方の権利

の不存在といった消極的な確認の訴えは許されない。 

４．確認の訴えでは、原告の権利又は原告と被告との間の法律関係に限られるべきであるか

ら、抵当権設定登記のある不動産を買い受けた者が当該抵当権者を被告として、当該不動

産の元の所有者が被告に対して被担保債務を負わないことの確認を求める訴えは許されな

い。 
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問３ 債権者が民法４２３条に基づき債務者の権利を代位行使して提起する訴訟（以下「債

権者代位訴訟」という。）に関するつぎの記述のうち、もっとも適切でないものを一つ選

びなさい。 

１．債権者が債権者代位訴訟を提起する場合、債権者は、訴訟物たる権利義務について訴訟

追行権が認められる。 

２．債権者代位権の行使要件を充たす場合、債権者代位権行使の事実が債務者に通知され、

あるいは債務者が了知した時点で、債務者は被代位権利に関する処分権を失い、債権者が

提起した債権者代位訴訟に共同訴訟参加することができない。 

３．債権者が債権者代位訴訟を提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしな

ければならない。 

４．訴訟告知を受けた債務者が債権者代位訴訟に参加しなくても、債権者が受けた判決の効

力は債務者に及ぶ。 

 

 

問４ 口頭弁論における公開主義に関するつぎの記述のうち、もっとも適切なものを一つ選

びなさい。 

１．公開主義は、憲法８２条１項の要請に基づくから、裁判官の全員一致で、公の秩序又は

善良の風俗を害する虞があると決した場合であっても、非公開で口頭弁論を行うことがで

きない。 

２．裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法２２０条４号イからニまでに

掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、

文書の所持者にその提示をさせることができるが、こうして提示された文書についても公

開主義の要請がはたらくから、当事者が訴訟記録の閲覧を請求すれば、当該文書を閲覧す

ることができる。 

３．訴訟記録の閲覧等にも公開主義の要請がはたらくから、訴訟記録中に当事者の私生活に

ついての重大な秘密が記載されて、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、そ

の当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることの疎明があった場合

であっても、裁判所は、訴訟記録の当該秘密が記載された部分の閲覧等の請求をすること

ができる者を当事者に限ることができない。 

４．口頭弁論の公開の規定に違反したことは、絶対的上告理由に当たる。 
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問５ 証拠保全に関するつぎの記述のうち、もっとも適切なものを一つ選びなさい。 

１．最初の口頭弁論の期日が指定された後でも、証拠保全による検証の申出をする場合は、

受訴裁判所ではなく、検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければ

ならない。 

２．裁判所は、訴えの提起後であっても、当事者からの申立てがなければ証拠保全の決定を

することができない。 

３．証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することがで

きる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任す

ることができる。 

４．証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申

出をしたときであっても、裁判所は、必要でないと認めるものは、尋問をする必要はな

い。 

 

 

問６ 判決に関するつぎの記述のうち、もっとも適切なものを一つ選びなさい。 

１．当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合、裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟

追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 

２．中間確認の訴えの判決は、既判力を有しない。 

３．口頭弁論調書の記載から判明する場合には、判決書に口頭弁論の終結日を記載する必要

はない。 

４．判決書の記載に誤記に類する明白な誤りがあっても、当事者からの申立てがない限り、

裁判所は更正決定をすることができない。 

 

 

問７ Ｘは、Ｙに対して５００万円の貸金の返還を求めているが、Ｙは、この貸金返還債務

は弁済済みであるとして、これに応じようとしない。Ｚは、ＹのＸに対する貸金返還債務

について連帯保証した者である。この設例に関するつぎの記述のうち、もっとも適切なも

のを一つ選びなさい。 

１．主債務と保証債務は別契約であるから、Ｘは、ＹとＺを共同被告として訴えることがで

きない。 

２．ＸがまずＹを被告として訴えを提起したが、敗訴した。次にＺを被告として訴えを提起

した。主債務者Ｙが既に勝訴しているので、ＸＺ間の訴訟を審理する裁判所は、そのＹ勝

訴判決の既判力により、Ｚを勝訴させなければならない。 

３．ＸがＺを被告として訴えた訴訟において、Ｙは、Ｚに補助参加することができる。 

４．ＸがＺを被告として訴えた訴訟において、ＺがＹに訴訟告知した場合でも、Ｙが訴訟告

知に応じて補助参加しないと、ＸＺ間の判決の効力がＹに及ぶことはない。 



 

4 
 

 

問８ 上訴に関するつぎの記述のうち、もっとも適切でないものを一つ選びなさい。 

１．原告に一部認容判決が送達された日の翌日に、被告にその判決が送達された場合には、

控訴期間の満了日は被告のほうが原告より一日遅くなる。 

２．９００万円の貸金返還請求のうち、２００万円を認容する第一審判決に対して、原告の

みが控訴したときは、棄却された７００万円についてのみ確定遮断及び移審の効力が生じ

る。 

３．控訴の取下げは、控訴審の終局判決言渡後は許されない。 

４．上告裁判所は、口頭弁論を開かなくても上告を棄却することができる。 

 

 

問９ 実体法の規定に基づく法定代理人と訴訟委任に基づく代理人の意義、代理権の発生原

因、資格及び代理権の範囲について、７行以内で説明しなさい。 
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［刑事訴訟法］ 

 

 

問１ 捜査の基本原則に関する次の記述のうち、判例の立場を前提として、もっとも適切で

ないものを一つ選びなさい。 

１ 刑事訴訟法は、「強制捜査（強制処分）法定主義」を定めている。 

２ 刑事訴訟法は、「任意捜査（任意処分）の原則」を定めている。 

３ 刑事訴訟法は、憲法の規定を受けて、強制捜査（強制処分）について「令状主義」を定

めている。 

４ 強制捜査（強制処分）とは、物理的な実力ないしは強制力を用い、あるいは相手方に義

務を負わせる処分をいう。 

５ 任意捜査（任意処分）であっても、無制約に認められるわけではなく、必要性、緊急性

なども考慮した上、具体的状況のもとで相当と認められるものでなければならない。 

 

 

問２ 証拠の収集に関する次の記述のうち、判例の立場を前提として、もっとも適切でない

ものを一つ選びなさい。 

１ 捜索とは、物の発見を目的として人の身体、物、または住居その他の場所について調べ

るものをいう。 

２ 差押えとは、物の占有を強制的に取得するものをいう。 

３ 検証とは、場所、物、人などについて、その存否、性質、状態、内容等を五官の作用で

認識・保全するものをいう。 

４ 捜索・差押え・検証は、相手方の承諾が得られ、あるいは何人の承諾も必要としない場

合は、任意捜査（任意処分）として行うことが可能である。 

５ 令状により捜索・差押え・検証を実施する際には、処分を受ける者に令状を示さなけれ

ばならず、この令状の呈示は必ず捜索等の実施前に行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

問３ 逮捕に関する次の記述のうち、もっとも適切でないものを一つ選びなさい。 

１ 刑事訴訟法は、通常逮捕（逮捕状による逮捕）、緊急逮捕及び現行犯逮捕の三種類を規

定している。 

２ 通常逮捕は、検察官、検察事務官、司法警察職員のいずれもなし得るが、逮捕が重大な

処分であることから、逮捕状の請求は検察官に限り行うことができる。 

３ 逮捕状は、請求により、数通を発することができる。 

４ 司法警察員や検察官が、被疑者を通常逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨、弁護人

を選任することができる旨を告げた上で、弁解の機会を与えなければならない。 

５ 司法警察員が、通常逮捕した被疑者につき留置の必要があると判断するときは、被疑者

が拘束された時点から４８時間以内に、書類及び証拠物とともに、被疑者を検察官に送致

する手続をとらなければならない。 

 

 

問４ 公訴の提起（起訴）に関する次の記述のうち、判例の立場を前提として、もっとも適

切でないものを一つ選びなさい 

１ 刑事訴訟法は、国家訴追主義、起訴独占主義及び起訴裁量（便宜）主義を定めている。 

２ 不当な不起訴の防止策として、検察審査会による審査、裁判所による付審判請求手続が

ある。 

３ 不当な起訴がなされた場合であっても、裁判所によって公訴権濫用として公訴が棄却

されることはない。 

４ 公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。 

５ 刑事訴訟法は起訴状一本主義を定めるが、これは裁判所（裁判官）に予断を与えないた

めの原則である。 

 

 

問５ 公判手続に関する次の記述につき、もっとも適切でないものを一つ選びなさい。 

１ 裁判所は、被告人の請求があった場合には、充実した公判を行うために争点と証拠を整

理する手続である公判前整理手続に付されなければならない。 

２ 冒頭手続は、人定質問、起訴状の朗読、黙秘権など諸権利の告知、被告人及び弁護人の

陳述の順に行われる。 

３ 証拠調べの最初に検察官の冒頭陳述が行われる。 

４ 書証の取調べは、朗読または要旨の告知によって行う。 

５ 関連する複数の事件を分けて別の手続で行うのを「弁論の分離」といい、複数の事件を

一つの手続にまとめて同時に審判することを「弁論の併合」という。 
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問６ 自白に関する次の記述のうち、判例の立場を前提として、もっとも適切でないものを

一つ選びなさい。 

１ 自白とは、被告人の供述のうち自己の犯罪事実の全部または主要部分を認めるものを

いう。 

２ 構成要件に該当する事実を認めながら心神喪失を主張する供述も、犯罪事実の主要部

分を認めている以上、自白である。 

３ 刑事訴訟法第３２２条第１項の「不利益事実の承認」は自白と同義である。 

４ 任意性に疑いがある自白は証拠能力がなく、これを自白法則という。 

５ 被告人を有罪とするためには、自白以外の他の証拠が必要であり、これを補強法則とい

う。 

 

 

問７ 伝聞証拠に関する次の記述のうち、判例の立場を前提として、もっとも適切でないも

のを一つ選びなさい。 

１ 伝聞法則は、公判廷外の供述証拠について、証人としての宣誓、供述態度の観察、反対

尋問による供述過程の吟味が欠けていることを理由として、原則として証拠能力を認め

ないとするものである。 

２ 刑事訴訟法は、捜査機関が作成した検証調書は、その作成者が公判期日において真正作

成を供述したときに証拠能力を認めているが、この「検証」に実況見分は含まれない。 

３ 刑事訴訟法は、商業帳簿、航海日誌など業務の通常の過程において作成された書面につ

いて無条件に証拠能力を認めている。 

４ 刑事訴訟法は、伝聞証拠であっても、検察官及び被告人が証拠とすることに同意したも

のは、相当と認められる限り、証拠能力を認めている。 

５ 刑事訴訟法第３２８条の「証明力を争うための証拠」として証拠能力を認められるのは、

自己矛盾供述に限られる。 

 

 

問８ 裁判に関する次の記述のうち、もっとも適切でないものを一つ選びなさい。 

１ 裁判とは、裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為であり、その形式面か

ら、判決・決定・命令の三種類に分けられる。 

２ 実体判決とは、犯罪の成否について検察官が主張する事実に理由があるか否かの判断

を示した判決であり、有罪判決と無罪判決とがある。 

３ 被告事件が裁判所の管轄に属しないとき、裁判所は管轄違いの判決を言い渡す。 

４ 確定判決を経たときや時効が完成したとき、裁判所は免訴の判決を言い渡す。 

５ 禁錮刑以上の刑に処する判決の宣告があった場合でも、それが確定しない限り、保釈ま

たは勾留の執行の停止の効力は失われない。 
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問９ 違法収集証拠排除法則の意義、根拠及び要件を、７行以内で説明しなさい。 

 

 


